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前回は “人” という視点から育成を解説した

が, 我々は継続的に “勝てる” 企業にしていく

ためにはもう一歩踏み込み, 人の集まりである

組織そのものの能力開発 (組織力の開発・向上)

を進める必要があると考えている｡

組織は, 組織そのものが目的を持ち, また構

成員個々が高い貢献意欲を持つとともに, 組織

内でコミュニケーションを高めていく過程にお

いて, はじめて機能する｡ これをより高い次元

で実現させ続けていくことが, 組織力の開発・

向上である｡ 強い組織や弱い組織というように,

人と同様に組織にも力の差がある｡ 組織を能力

といった視点でとらえ, ブラッシュアップして

いくことが必要である｡

組織力を構成する要素には, ①組織の目的性

を高めるための ｢戦略力｣, ②組織の効果性・

効率性を高めるための ｢システム力｣, ③組織

能力の発揮水準を高めるための ｢推進力｣ の三

つがある｡

この中で, まず必要となるのが ｢戦略力｣ の

開発である｡ 組織はそれ自体に ｢存在目的｣ を

持っていなければならない｡ この組織目的がな

い組織は烏
う

合
ごう

の衆であり, 組織としての力を発

揮することはない｡ そして ｢存在目的｣ こそが,

業績責任制度において組織をデザインするうえ

で重要な役割を果たし, 企業における “組織単

位の明確化” につながる｡ 戦略責任者の統括す

る単位が, 経営からみた事業あるいは機能の単

位組織である｡ そして, 単位業績責任者の統括

する単位が, 戦略責任を果たすためのタスクの

単位組織である｡ さらに実行責任者の単位では,

そのタスクが業務の単位を定義する｡ このよう

に, 組織の目的が単位組織を規定する｡ 単位ご

とに何を目的として存在するのかが, 経営プロ

セスからみることで明らかとなり, 戦略力向上

の方向性をも指し示すのである｡

この戦略力の向上が, 第２の要素である ｢シ

ステム力｣ を高めるための, 追求方向の明確化

につながる｡ 例えば, 創造型業務をタスクの中

心に据えている組織では, 仕事の効率は本来の

テーマではなく, 仕事の効果こそ中心となるテー

マであろう｡ 逆に計画遵守型のタスクを担う組

織であれば, システム力の開発方向はより高い

生産性の追求であり, 効率を中心とした能力開

発が必要となる｡ 業績責任制度は, 単位組織の

目的にそって, システム力向上の方向性も定め

ていくこととなる｡

組織の戦略力・システム力に合わせて, 第３

の要素である ｢推進力｣ の発揮水準も, 向上さ

せていくことが必要となる｡ 組織はそれ自体が

持つ戦略力・システム力の水準に対して, 過度

に高度なマネジメントシステムを導入すると拒

否反応を起こすことがある｡ これは, 組織が組

織内の規範や体質を守ろうとする作用と, まっ

たく異質であることを受け入れる順応性の幅を

超えてしまったときに起きる｡ こういった仕組

みを無理に導入すると, 組織は拒否反応にとど

まらず, 場合によってはそこにいる構成員の意

欲・能力レベルまでも低下させてしまうことも

あるので, 注意が必要である｡ よほどの変革の
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要請がない限り, 組織内には推進力を発揮する

要素と, 変革に抵抗しようとする力が並存して

いる｡ 導入する仕組みによって, 最も効果的な

推進力の発揮箇所 (部署であったり, 階層であっ

たり, 職種であったりする) に先行導入するなど

して, 組織の持つ推進力を高めておくことが必

要である｡

これについて, 業績責任制度では共通の人材

に対する基本的な考え方を明示するとともに,

役割定義の中で組織の単位ごとに, リーダーシッ

プ・フォロアーシップといった推進能力向上の

ための要求条件も含めて設計することを前提と

している｡ これにより単なる職務遂行主義や個

人主義を排除し, 組織としての推進力向上の基

盤を強化していく｡

人材の育成を考えるほど, 実際に企業ができ

ることはきわめて少ないことに, 改めて気づく

だろう｡ 企業は社員を成長させるに当たり, そ

の努力を肩代わりすることはできない｡ たとえ

社員を研修に参加させても, その社員の耳を講

師の話に傾けさせること, 何かを身に付けさせ

ることをコントロールすることは難しい｡ やる

やらないの決定権は, 社員の側にある｡ まして

や新しい価値を生むことになると, その達成方

法すら提示できない｡ 企業ができるのは, 社員

を動機付けし, 実際に創造的業務に取り組む機

会, すなわち仕事の与え方を改善し, やり遂げ

る行動を強化・支援するための環境を整えるこ

とになる｡

育成において数多く見られる失敗は, 問題意

識が醸成されていない社員に, 一方的に方法論

のみを教えていることに起因する｡ コーチング

研修・創造性研修その他さまざまな試みは重要

ではある｡ しかし, 目標達成の一つの手法にす

ぎず, すべてが事足りるわけではない｡ 知識・

スキルはいかに活用していくか, 自ら試みるこ

とによってはじめて生かされるのである｡ 人に

は, 何かを生み出す力がその内に備わっている｡

これを引き出していくことが, 人材の育成であ

り, 人材の活用である｡

一般的に, 組織はだれにとっても居心地のよ

い場所にはならないものである｡ だが, この法

則はどこにおいても適応される｡ 前進を続けて

いくことのみが企業存続を許す前提条件である

以上, 求められる水準を超えることを希求する

社員たちに目を向け, 処遇していくことを決め

ることが大切である｡ そして, 水準に合わせら

れない社員が生まれてしまう現実を, 受け止め

ていくことが求められよう｡

育成制度に限らず, 勝ち残る企業となるには,

企業自身がいまある状態に満足することなく,

何かもっとすべきことはないのか, 改革すべき

ことはないのか, 自問自答が必須である｡ 企業

自体が目標達成のために, 意図的に変わり続け

ていくことで, はじめて社員を動かすことがで

きる｡ 長く続いた安定的経済成長は土地神話を

生み出し, ｢変わらないこと, その時が利益を

生む｣ というパラダイムを植え付けた｡ だが実

際は, 利益を創出するのは時ではなく人である｡

常に新たな方法を模索しながら進み続けること

が源泉である｡

業績責任制度は, それ自体が十分に生かされ

るために, 常に改善を必要とする｡ 企業が前に

進み続けることを語りかける制度だともいえる｡

今後の読者の人事制度改革に少しでもお役に立

てば喜びの極みである｡
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第１回 人事革新の方向と業績責任制度の基本フレーム 第3528号 (02. 3. 1)

第２回 業績責任制度の基本フレームの設計ポイント 第3529号 (02. 3. 8)

第３回 業績責任制度における賃金制度の設計ポイント 第3530号 (02. 3.15)

第４回 業績管理プロセスの整理 第3531号 (02. 3.22)

第５回 評価の四大機能と業績責任制度における評価制度 第3533号 (02. 4. 5)

第６回 業績責任制度における評価制度の構造と納得性の向上 (その１)

第3534号 (02. 4.12)

第７回 業績責任制度における評価制度の構造と納得性の向上 (その２)

第3535号 (02. 4.19)

第８回 業績責任評価基準設計の基本プロセス (その１) 第3536号 (02. 4.26)

第９回 業績責任評価基準設計の基本プロセス (その２) 第3537号 (02. 5. 3)

第10回 業績責任制度を活かすための人材育成 第3538号 (02. 5.17)

第11回 (完) 個人の育成から組織力の育成への拡張 本号第3539号 (02. 5.24)
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